
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第

一
号

平
成
十

一
年
十
二
月

日
本
古
代

に
お
け
る
八
斎
戒

の
受
容

蓑

輪

顕

量

は
じ

め
に

八
斎
戒

は
、
八
関
斎
戒
と
も
八
斎
関
戒
と
も
称
す
る
。
そ
れ
は
、
在

家
の
信
者
が
出
家
者

の
生
活
を
偲
び
、
月
の
決
め
ら
れ
た
日
に
護
持
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
内
容
は
、
不
殺
生
、
不
楡
盗
、
不
淫
、

不
妄
語
、
不
飲
酒
、
不
聴
歌
舞
、
不
坐
広
床
戒
、
及
び
非
時
食
戒
で
あ

る
。
す
な
わ
ち

一
ヶ
月
の
う
ち
、
八
日
、
十
四
日
、
十
五
日
、
二
三
日
、

二
九
日
、
三
〇
日
の
合
計
六
日
間
に
、
沙
弥
の
十
戒
に
ほ
ぼ
等
し
い
戒

を
守
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
れ
ら
の
日
を
六
斎
日
と
称
す
る
が
、
中

で
も
午
後
食
事
を
し
な
い
こ
と
を
内
容
と
す
る
非
時
食
戒
を
と
く
に
斎

戒
と
呼
び
、
こ
れ
が
八
斎
戒

の
中
心
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

イ
ン
ド

の
伝
統
で
は
、
決
め
ら
れ
た

一
日
間
、
す
な
わ
ち
六
斎
日
に

の
み
守
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『成
実
論
』
の
記
述

の
中
に
は
、

一
定
の
期
間
に
及
ぶ
八
斎
戒
の
護
持
が
登
場
す
る
。
こ
れ
が
長
斎
で
あ

る
。

一
日
を
限
ら
ず
長
期
に
わ
た
る
護
持
と

い
う
意
味
で
、
長
斎
と
呼

ぼ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
長
斎
は
、
数
日
か
ら

一
週
間
、
二
週
間
、

は
て
は
数
ヶ
月
あ
る
い
は

一
生
涯
に
及
ぶ
も
の
ま
で
、
様
々
な
も
の
が

見
出
さ
れ
る
。

　こ

中
国

で
の
事
例
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
は
、
す
で
に
里
道
徳
雄
氏
、

　　
　

　ヨ
　

舟
山
徹
氏
、
西
本
照
真
氏
等
に
よ
り
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
船

岡
氏
は
、
長
斎
が
在
家
と
出
家

の
共
同
作
業
を

可
能
に
さ
せ
る
戒
で

あ
っ
た
ろ
う
と
の
見
解
を
提
出
し
注
目
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
残
念
な
が
ら
日
本
に
お
け
る
長
斎

の
事
例
研
究
は
、
ま

だ
管
見
の
範
囲
で
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な

い
。
従
来
、
日
本

に
は

「長
斎
」

の
習
慣
も
ま
た

「長
斎

の
衆
」
も
存
在

し
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
日
本
に
お
い
て
も
奈

良
朝
期
に
は
長
斎
が
、
中
世
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
は
、
独

自
の

「長
斎
の
衆
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「長
斎
の
衆
」
は
叡

尊
の
門
侶
集
団
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大

い
に
着
目
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

本
拙
論
は
、
先

の

『印
仏
研
』
第
四
十
七
巻
第

二
号
の
小
論
に
続
き
、

日
本
に
お
け
る
八
斎
戒
ま
た
は
長
斎
の
事
例
を
、
古
代
を
中
心
に
考
察
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日
本
古
代
に
お
け
る
八
斎
戒
の
受
容

(蓑

輪
)

し

よ

う

と

す

る
も

の

で
あ

る
。

一
、
出
家

・
在
家
双
方

の
長
斎
を
説
く
経
典

義
浄
訳

『金
光
明
最
勝
王
経
』
(以
降

『最
勝
王
経
』
と
略
記
)
の
中
に

長
斎
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
大
吉
祥
天

　　
　

女
増
長
財
物
品
第
十
七
に

「応
に
七
日
七
夜
、
八
支
戒
を
受
く
べ
し
」

と
の
記
述
が
有
り
、

一
週
間

の
長
斎
が
主
張
さ
れ
る
。
本
経
は
護
国
三

部
経
の

一
つ
と
し
て
名
高

い
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
頻
繁
に
用

い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
里
道
徳
雄
氏
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、

『薬
師
瑠
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
』
(以
下

『薬
師
経
』)
も
長
斎
を
主
張

す
る
経
典
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『薬
師
経
』
は
、
階

の

達
摩
笈
多

訳

『仏
説
薬
師
如
来
本
願
経
』
、
玄
奨
訳
の

『薬
師
瑠
璃
光

如
来
本
願
功
徳
経
』、
義
浄
訳

『薬
師
瑠
璃
光
七
仏
本
願
功
徳
経
』
上

下
二
巻
の
三
訳
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
玄
爽
訳
を
用

い
る
。
即
ち
、

『薬
師
経
』

で
は
三
箇
所
に
わ
た
り
長
斎

の
記
述
が
見
え
る
。
ま
ず
最

初

の
箇
所
を
引
用
し
ょ
う
。

復

次
た
曼
珠
室
利

よ
、
若

し

四
衆
、

芯
鋼

・
芯
鋼
尼

・
郎
波
索

迦

・
郁
波
斯

迦
、

及
び
余

の
浄
信

の
善

男
子
、
善
女

子
等
有
り

て
、
能

く
八
分
斎
戒
を
受

け
、
或

い
は

一
年
を
経

て
、
或

い
は
復

た
三
月
、
学
処
を
受
持

せ
ば
、
此

の

　
　

　

善
根
を
以

っ
て
、
西
方
極
楽

世
界
無
量
寿
仏
国

に
生
ぜ

ん
こ
と
を
願
う
。

(傍
線
、
筆

者
。
以
下
同

じ
)

さ

ら

に

は
、

そ

の
後

の
文

中

に

も
薬

師
如

来

を

供
養

し

た

い
と

思

う

　
　
　

の
な
ら
ば

「七
日
七
夜
、
八
分
斎
戒
を
受
持
し
」
清
浄
の
食
を
食
し
、

繰
浴
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
り
、
病
気

の
者
を
救

い
た
い
と
思
う
の

な
ら
ば
、

「当
に
其

の
人

の
為

に
、
七
日
七
夜
、
八
分
斎
夜
を
受
持
す

　
　
　

べ
し
」
等
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
『薬
師
経
』

の
記
述
は
、
在
家
者

に
限
ら
ず
出
家
の
比
丘

・
比
丘
尼
も
八
斎
戒
を
長
期
に
渡

っ
て
護
持
す

べ
き
だ
と
説
く
と
こ
ろ
が
注
目
に
値
す
る
。
『薬
師
経
』
に
は
、
日
本

の
秋
篠
寺
善
珠

(七
二
一ニ
ー
七
九
七
)
に
よ
つ
て
書
か
れ
た

『本
願
薬
師

経
紗
』
と
い
う
注
釈
書
が
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、
『最
勝
王
経
』
『薬
師

経
』
の
両
経

は
、
古
代
か
ら
日
本
に
馴
染
み
の
深

い
も
の
で
あ
り
、
日

本
の
僧
侶
た
ち
が
長
斎
を
知
る
典
拠
と
し
て
は
、
非
常
に
相
応
し
い
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。

で
は
、
日
本
に
お
け
る
長
斎

の
事
例
は
い
つ
頃
か
ら
確
認
で
き
る
の

か
、
そ
の
検
討
に
移
ろ
う
。

二
、
八
斎
戒
及
び
長
斎

の
事
例

結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
古
代
に
お
け
る
八
斎
戒

の
事
例
と
思
わ
れ
る
も

の
が

『奈
良
遺
文
』
の
中
に
幾

つ
か
見
出
さ
れ

る
。
長
斎

の
事
例
も
見
出
さ
れ
る
。
筆
者
は
先

の

『印
仏
研
』

の
小
論

で
、
長
斎

の
事
例
が
古
代
に
お
い
て
は
見
出
し
が
た
い
と
述
べ
た
が
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
た
の
で
訂
正
し
て
お
き
た

い
。

ま
ず
八
斎
戒
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
記
事
か
ら
考
察
を
進
め
よ
う
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
『奈
良
遺
文
』
に
収
録
さ
れ
た

『正
倉
院
文
書
』
中
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日
本
古
代
に
お
け
る
八
斎
戒
の
受
容

(蓑

輪
)

の

「知
識
優
婆
塞
等
貢
進
文
」
や

「写
経
生
等
暇
請
井
不
参
解
」
の
記

録
で
あ
る
。
実
は
、
八
斎
戒
を
受
容
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
も
の
が
幾

つ
か
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
表
形
式
で
そ
の
文
言
を

書
き
出
せ
ば
次
ぎ

の
如
ぐ
で
あ
る
。
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日
本
古
代
に
お
け
る
八
斎
戒
の
受
容

(蓑

輪
)

①
か
ら
⑫

ま
で
の
す
べ
て
の
場
合
が
八
斎
戒
を
守
っ
て
い
た
と
推
測
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
写

経
な
ど
仏
事
に
関
わ
る
在
家

の
人
々
の
記
録
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
①

の

「持
斎
八
年
」

の
記
述
は
、
明
ら
か
に
斎
戒
を
守

っ
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
六
斎
日
に
斎
戒
を
護
持
し
た
の
か
、
或

い
は
長
斎
と
し
て
護
持
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

そ
の
他

の
事
例
は
、

「斎
食
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
こ

の

「斎
食
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
確
認
し
よ
う
。
ま
ず

「斎
」
も

「食
」
も
食
事

の
意
で
あ
り
、
八
斎
戒

の
中
心
は

「斎
」
で

あ

っ
た
。
即
ち
斎
は
食
事
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
特
に
食
を
供
す
る
意

味

で
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
「設
斎
」
と

い
う
言
葉
が
正
史

に
頻

繁

に
登
場
す
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
斎
会
も
食
事
を
供

す
る
こ
と
を
伴

っ
た
法
会
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
た
と
え
ぼ
、
『奈
良

遺
文
』
正
倉
院
御
物
の
円
形
花
籠

の
底
裏
墨
書

に

「中
宮
斎
会
花
宮
天

　　

平
勝
宝
七
歳
七
月
十
九
日
」
と
書
か
れ
た
も

の
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
僧
侶
に
食
事
を
供
す
る
こ
と
を
伴

っ
た
法
会
と
考
え
る
の

が
適
当
と
思
わ
れ
、
直
接
に
は
八
斎
戒
と
は
関
係
し
な

い
と
考
え
ら
れ

る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
在
俗

の
信
者

(天
皇
を
含
め

て
)
が
僧
侶
集
団
す
な
わ
ち
現
前

の
僧
伽
に
食
事

を
供
し
た
と
推
定
さ

れ
る

「斎
会
」

の
記
事
は
、
除
外
し
て
考
察
を

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

仏
教
的
に
は
、
「斎
」

の
意
味
は
、
正
午
を
過
ぎ
て
食
事
を
し
な
い

こ
と
、
す
な
わ
ち
非
時
食
が
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の

よ
う
な
意
味

で

「斎
食
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
正
史

に
見
え
る
。

『続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年

(七
六
八
)
庚
辰

の
記
事
に
は

「高
橋

の

連
、
波
自
米
女
、
夫
亡
の
後
、
誓
い
て
志
を
改

め
ず
。
そ
の
父
尋
で
亦

　
　
　

た
死
す
。
盧
を
墓
側
に
結
び
、
毎
日
斎
食
す
」
と

の
用
例
が
見
出
さ
れ

る
。

こ
れ
は
、
父
の
墓

の
側
に
庵
を
作
り

「斎
食
」
を
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
本
人
が

「斎
食
」
を
し
た
こ
と
に
間
違

い
な
い
の
で
、

そ

の
内
実
は
午
後
に
食
事
を
し
な
い
で
い
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま

た
、
多
少
時
代
は
下
る
が
、
『日
本
往
生
極
楽
記
』

の
成
意

の
寓
話
に

も
、
「本
よ
り
持
斎
を
好
ま
ず
。
朝
夕
に
食
す
。
弟
子
前
み
て
曰
く
、
山

上

の
明
徳
は
、
多
く
は
斎
食
す
。
我
が
師
は
何

ぞ
独
り
此
の
こ
と
を
忽

(傍
線
、
筆
者
付
す
)
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日
本
古
代
に
お
け
る
八
斎
戒
の
受
容

(蓑

輪
)

　
り
　

諸
す
る
か
」
と
見
え
る
が
、
こ
の
例
も
、
明
ら
か
に
午
後
に
食
事
を
し

な
い
こ
と

を
意
味
す
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

「斎
食
」

の
第

一
の
意

味
は
、
午
前
中

の
食
事
で
あ
り
、
午
後
に
食
事
を
し
な
い
、
即
ち
非
時

食
戒
を
護
持

し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
表

に
揚
げ
た

「斎
食
」
の
例

の
幾

つ
か
は
、
人
の
死
去
と
関

わ
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

「斎
食
」
が
追
善
菩
提
供
養
と

密
接
に
関

わ
る
と
見
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
但
し
、
追
善

菩
提
供
養

の
た
め
の
食
事
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
が
午
前
に
供
さ
れ
た
か
午

後
に
供
さ
れ
た
の
か
は
判
断
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
午
前
、
午
後

ど
ち
ら
の
場
合
も
想
定
し
う
る
。

以
上
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
『奈
良
遺
文
』
に
収
載
さ
れ
た
、

こ

れ
ら
の

「斎
食
」

の
記
事
は
、
追
善
供
養

の
た
め
に
午
前
ま
た
は
午
後

に
食
事
を
死
者
の
霊
に
供
し
供
養
し
た
と
見
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
自

ら
が
非
時

食
を
守
っ
て
そ
の
功
徳
を
廻
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
善
供

養
と
し
た
と
見
る
べ
き
か
、
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

両
方
の
可

能
性
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、
②
⑦
⑧
⑪

の
日
付
は
、
明
ら
か
に
六
斎
日
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
⑪

の
事
例
は
、

「私
の
斎
食
の
為
に
」
と
あ

り
、
明
ら
か
に
自
ら
に
関
す
る

「斎
食
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
例
は
、
自
ら
が
、
何
ら
か
の
目
的

の
た
め
に
非
時
食
戒
を

守
る
た
め

に
暇
を
取

っ
た
と
解
釈
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、

こ
こ
に
掲
載
し
た
ほ
と
ん
ど
の
事
例

は
、

「斎
食
」
と
し

か
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
「斎
」
と
そ
の
他
の
八

つ
の
戒
は
密
接
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
実
と
し
て
八
斎
戒

を
含
ん
で
い
た
と
考
え

て
良
い
と
思
う
。
も

っ
と
も

「斎
食
」
す
べ
て
が
八
斎
戒
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
と
は
即
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
が
、
幾

つ
か
は
八
斎

戒
に
関
す
る
記
事
と
し
て
考
え
て
良

い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
が
写
経
生
な
ど
在
家
の
仏
教
信

者
に
関
わ
る
記
事

で
あ

る
だ
け
に
、
そ
の
蓋
然
性
は
高

い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
、
②

⑪
⑫
は
八
斎
戒
を
在
家

の
優
婆
塞
が
守

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
資
料

と
考
え
て
良

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
明
ら
か
に
八
斎
戒
を
継
続
的
に
守
っ
て
い
た
、
即
ち
長
斎
を

実
行
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
例
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
藤
原
武
知
麻

呂

(六
八
O
l
七
三
七
)
の
伝
記
で
あ
る

『家
伝
』
下
の
記
述
で
あ
る
。

該
当
個
所
を
引
用
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
武
智
麻
呂
が
、
人
が
入
れ
ば
疾

風
雷
雲
が
起
こ
り
神
に
害
せ
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
伊
福
山
の
頂

に
登
り
、
何
事
も
な
く
無
事

に
帰
山
し
た
後
の
記
事
の
中
に
見
え
る
。

従
者
、
皆
曰
く
、
此
れ
公
の
勢
力
の
致
す
所
な
り
。
後
に
余
閑
に
就
き
、
滋

賀
山
寺
に
詣
ず
。
尊
蓉
を
礼
し
て
願
を
発
こ
し
、
身
心
を
刻
み
て
罪
を
繊
す
。

受
戒
長
斎
し
て
、
神
剣
を
造
ら
し
め
、
使
に
附
し
て
之
を
進
む
。
帝
は
大
い

　こ

に
悦
び
、
勅
も
て
曰
く
、
(以
下
、
略
)。
(傍
線
、
筆
者
)

「受
戒
長
斎
」
し
て
真
剣
を
造
ら
せ
た
の
は
藤
原
武
智
麻
呂
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
明
ら
か
に

「長
斎
」
と
の
用
語
が
見

え
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ

の
伝
は
僧
延
慶
な
る
も
の
が
作
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
武
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智
麻
呂
の
生
涯
の
事
績
の
中
に
、
実
際

の
史
実
と
は
無
関
係

に
、
作
者

が
恣
意
的
に

「長
斎
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
と
の
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
が
、
伝

の
記
事
を
素
直
に
読
め
ば
、
武
智
麻
呂
が
長
斎
を
実
行

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
、
長
斎

の
用
語
が

存
在
し
、
ま
た
何
か
を
奉
納
す
る
よ
う
な
際
に
長
斎
が
実
施
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
認
知
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
奈
良
遺
文
』

の

「人
々
啓
状
」
の
中
に
も
興
味
深
い
記
事

が
幾

つ
か
見

え
る
。
こ
れ
も
表
形
式
で
書
き
出
し
て
お
く
。

表
中

の
②

の
文
章
は
、
明
ら
か
に
個
人
的
な
願

の
成
就

の
た
め
に
、

「数
旬
の
問
、
斎
食
」
を
為
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。
こ
れ

も
明
ら
か
な
長
斎

の
例
と
し
て
把
握
し
て
良
い
と
考
え
る
。

以
上
、
『
奈
良
遺
文
』
を
中
心
に
探
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ

こ

に
は
、
多
く

の
在
家

の
信
者

で
あ
る
優
婆
塞

の
個
人
的
な
長
斎

の
例
が

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
も
、
多
く
は
祖
先

の
追
善
供

養

の
た
め
に
、
或

い
は
所
願
の
成
就
を
祈
る
た
め
に
実
行
さ
れ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
集
団
と
し
て
の
長
斎

の
衆
は
、
明

ら
か
に
所
願

の
成
就
を
願

っ
た
も
の
と
は
異
な
る
場
合
と
な
ろ
う
。

お
わ

り
に

以
上
、
考
察
し
た
範
囲
か
ら
述
べ
れ
ば
、
ま
ず
八
斎
戒
が
在
家
の
衆

に
限
ら
ず
、
出
家

の
衆
も
守
る
べ
き
も
の
と
し
て

『薬
師
経
』

の
中
に
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述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
重
要
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
『奈

良
遺
文
』

に
見
ら
れ
る
、
日
本
に
お
け
る

「長
斎
」
の
受
容
は
、
結
論

と
し
て
個
人
的
受
容
に
留
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「斎
食
」
と

表
現
さ
れ

る
も
の
の
が
多
か
っ
た
が
、
死
者

へ
の
供
養
や
所
願
の
成
就

を
願
っ
て
、
「長
斎
」
を
行
う
も
の
た
ち
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
長
斎
の
受
容
は
二
通
り
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
ず
第

一
は
、
古
代
の
事
例
に
見
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
個

人
的
な

レ
ベ
ル
で
の
受
容
で
あ
る
。
第
二
は
、
集
団
的
な
レ
ベ
ル
で
の

受
容
で
あ
る
。
集
団
的
受
容
は
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
の
初

期
に
か
け
て
、
法
相

の
学
僧
で
あ
る
善
珠

の
周
辺
に
始
ま
る
可
能
性
が

あ
る
が
、

「長
斎

の
衆
」
は
、
明
ら
か
に
新
た
な
展
開
で
あ
ろ
う
。
但

し
、
善
珠

の
周
辺
に
そ
の
存
在

の
可
能
性
は
指
摘

で
き
る
が
、
残
念
な

が
ら
具
体
的
に
そ
の
衆
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
長

斎
を
守

る
人
々
は
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
と
集
団
と
し
て
の
レ
ベ
ル
と
い

う
二
つ
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
必
要
性
が
あ
る
点
を
指
摘
し
て
、
平
安

期
の
受
容

を
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

1

里

道
徳
雄

「中

国
八
関
斎
会
初
探

」
(
『宗
教
研

究
』

二
五
〇
、

一
九
八

二
)、
同
氏

「中
国
八
関
斎
会
初
探

(
二
)」
(『
宗
教
研
究
』
二
五
五
、

一
九

八
三
)、
同
氏

「中
国
八
関
斎
会
初
探

(
三
)」
(『
宗
教
研
究
』
二
六
七
、

一

九

八

六
年
)
同
氏

「高

麗
仏
教

に
於

け
る
八
関
会

の
構
造
」
(『
東
洋
学

研

究
』

一
七
、

一
九
八
三
年
)
同
氏

「敦
煙

文
献

に
み
ら
れ

る
八
関
斎

関
係

文
書

に

つ
い
て
」
(『
東
洋
学
研
究

』

一
九
、

一
九
八

三
年
)
同
氏

「中
国
南

北
朝
期

に
於

け

る
八
関
斎
会

に

つ
い
て
」
(『
東
洋

大
学
大
学
院
紀
要

』
二

二
、

一
九

八
六
年
)
な
ど
を
参
照
。

2

船

山
徹

「六

朝
時
代

に
お

け
る
菩
薩
戒

の
受
容
過
程

―
劉
宋

・
南
斉
期

を
中
心

に

―
」
(
『東
方
学
報
』

六
七
、

一
九
九
五
年
)。
特

に
第

三
章

「斎

と
菩
薩

戒
」
(五

二
～

一
〇
六

頁
)
は
八
斎
戒

と
菩
薩
戒

の
関
係
、
及
び

戯
悔
と

の
関
係

を
指
摘
す

る
。

3

西
本
照
真

「三
階
教
新
出
資
料

の
基
礎
的
研
究
」
(『南

都
仏

教
』
七

二
、

一
九
九
五
年
)
「
三
階
教
新
出

資
料

に

つ
い
て
―
信
行

禅
師
撰

『受

八
戒
法
』
を
中
心

と
し

て
―
」
(
『印

仏
研
』

四
四
-

一
、

一

九
九
五
年
)。

同

『
三
階
教

の
研
究

』
(春
秋
社

、

一
九
九
八
年
)
第
五
章
第

二
節

「『受

八
戒

法
』

に

つ
い
て
」
も
参
照
。

4

大

正

一
六
、
三
三

九
下
。

5

大
正

一
四
、
四
〇
六
中
。

6

大

正

一
四
、
四
〇

六
下
。

7

大
正

一
四
、
四
〇
七
下
。

8

『奈

良
遺
文
』
巻
下

、

九
九
六
頁
上
。

9

『
新
訂
増
補
国
史
大
系

・
続
日
本
紀
』
後
編
、
三

五

一
頁
。

10

『
旧

・
日
仏

全
』

一
〇

七
、
八

上
。

H

『
奈
良

遺
文
』
巻
下
、
八
八
四
頁
下
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

八
斎
戒

、
長
斎
、
斎
食
、
薬
師
経

、
善
珠
、
設
斎

(愛

知
学
院
大
学
助
教

授

・
文
博
)

34


